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(57)【要約】
【課題】各需要家内に備えられた電源装置からの逆潮流
を利用して、変電所における電力不足の緩和を可能とす
る系統連系装置、系統連系システム、送電システム及び
制御装置を提供する。
【解決手段】交流電力が送電される配電系統（バンク）
と需要家３０に設けられた電源装置３２と接続される系
統連系装置１００は、電源装置３２から配電系統へ送電
される逆潮流電力の増加を指示する増加指示を含む逆潮
流情報を所定の伝送経路から受信する受信部１０１と、
逆潮流情報に基づいて、逆潮流電力を増加させる制御部
１０４とを備える。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流電力が送電される配電系統と電源装置と電力消費装置とに接続され、前記電源装置
から出力される出力電力を前記電力消費装置と前記配電系統とへ送電する系統連系装置で
あって、
　前記電源装置から前記配電系統へ送電される逆潮流電力の増加を指示する増加指示を含
む逆潮流情報を所定の伝送経路から受信する受信部と、
　前記逆潮流情報に基づいて、前記逆潮流電力を増加させる制御部と
を備えることを特徴とする系統連系装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記電源装置の前記出力電力を増加させることによって、前記逆潮流電
力を増加させる
ことを特徴とする請求項１に記載の系統連系装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記電源装置から前記電力消費装置へ供給される供給電力を減少させる
ことによって、前記逆潮流電力を増加させる
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の系統連系装置。
【請求項４】
　電源装置と、
　交流電力が送電される配電系統、前記電源装置、及び電力消費装置に接続され、前記電
源装置から出力される出力電力を前記電力消費装置と前記配電系統とへ送電する系統連系
装置とを含む系統連系システムであって、
　前記系統連系装置は、
　前記電源装置から前記配電系統へ送電される逆潮流電力の増加を指示する増加指示を含
む逆潮流情報を所定の伝送経路から受信する受信部と、
　前記逆潮流情報に基づいて、前記逆潮流電力を増加させる制御部と
を備えることを特徴とする系統連系システム。
【請求項５】
　交流電力を配電系統に送電する変電所と、
　電源装置と、
　前記配電系統、前記電源装置、及び電力消費装置に接続され、前記電源装置から出力さ
れる出力電力を前記電力消費装置と前記配電系統とへ送電する系統連系装置とを含む送電
システムであって、
　前記変電所は、前記電源装置から前記配電系統へ送電される逆潮流電力の増加を指示す
る増加指示を含む逆潮流情報を生成する逆潮流情報生成部と、
　前記逆潮流情報を所定の伝送経路に送信する送信部と
を備え、
　前記系統連系装置は、
　前記逆潮流情報を前記所定の伝送経路から受信する受信部と、
　前記逆潮流情報に基づいて、前記逆潮流電力を増加させる制御部と
を備えることを特徴とする送電システム。
【請求項６】
　交流電力を配電系統に送電する変電所と、電源装置と、前記配電系統、前記電源装置、
及び電力消費装置に接続され、前記電源装置から出力される出力電力を前記電力消費装置
と前記配電系統とへ送電する系統連系装置とを含む送電システムに接続され、前記電源装
置から出力される出力電力のうち前記電源装置から前記配電系統へ送電される逆潮流電力
を制御する制御装置であって、
　前記電源装置から前記配電系統へ送電される逆潮流電力の増加を指示する増加指示を含
む逆潮流情報を所定の伝送経路から受信する受信部と、
　前記逆潮流情報に基づいて、前記逆潮流電力を増加させる指示を前記送電システムに対
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して行う指示部と
を備えることを特徴とする制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、交流電力が送電される配電系統と需要家に設けられた電源装置とに接続され
る系統連系装置、系統連系システム、送電システム及び制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、変電所から交流電力の供給を受ける各需要家（例えば、住宅や工場など）内に電
源装置（例えば、太陽光発電装置、燃料電池発電装置など）が備えられるケースが増えて
いる。具体的には、変電所の配下には、複数の配電系統（以下、バンク）が設けられてお
り、各バンクには、電源装置を備える需要家と電源装置を備えない需要家とが設けられて
いる。各バンクと電源装置とは、系統連系装置によって接続される。
【０００３】
　なお、電源装置から供給される電力は、自需要家内に設けられた電力消費装置（例えば
、家電など）によって消費されるだけではなく、系統連系装置を介してバンク側に送電（
逆潮流）されることもある。
【０００４】
　ここで、例えば、夏場の午後のように各需要家内に設けられた電力消費装置の消費電力
がピークに達する場合には、各需要家における消費電力が変電所からの供給電力を上回っ
てしまうおそれがある。
【０００５】
　そこで、このような変電所における電力不足の緩和を目的とする揚水式水力発電が知ら
れている（例えば、非特許文献１参照）。具体的には、変電所における電力不足が発生す
るおそれがある場合に、夜間の余剰電力によって汲み上げられた水を用いて揚水式水力発
電を行うことによって、変電所に電力が賄われる。
【非特許文献１】IEEJ　Journaｌ,Vol.126,No4,2006,P214～217「負荷平準化と電力貯蔵
技術」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、揚水式水力発電では、夜間に汲み上げる水量に限度があるため、数時間
しか発電することができない。また、揚水式水力発電では、水車の逆回転によって水を汲
み上げるための相当の電力が必要とされる。そのため、揚水式水力発電のほかに、変電所
における電力不足を緩和するための電源を確保することが望まれている。
【０００７】
　そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、各需要家内に
備えられた電源装置からの逆潮流を利用して、変電所における電力不足の緩和を可能とす
る系統連系装置、系統連系システム、送電システム及び制御装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一の特徴は、交流電力が送電される配電系統と電源装置と電力消費装置とに接
続され、電源装置から出力される出力電力を電力消費装置と配電系統とへ送電する系統連
系装置であって、電源装置から配電系統へ送電される逆潮流電力の増加を指示する増加指
示を含む逆潮流情報を所定の伝送経路から受信する受信部と、逆潮流情報に基づいて、逆
潮流電力を増加させる制御部とを備える。
【０００９】
　本発明の一の特徴によれば、需要家に設けられた電源装置によって出力される余剰電力
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を配電系統へ逆潮流させることができる。そのため、電源装置からの逆潮流を利用して電
力不足を緩和することができる。
【００１０】
本発明の上述した特徴において、制御部は、電源装置の出力電力を増加させることによっ
て、逆潮流電力を増加させてもよい。
【００１１】
　本発明の上述した特徴において、制御部は、電源装置から電力消費装置へ供給される供
給電力を減少させることによって、逆潮流電力を増加させてもよい。
【００１２】
　本発明の上述した特徴において、逆潮流情報は、逆潮流電力を増加させる電源装置の種
別を特定する種別情報を含み、制御部は、種別情報によって特定される種別が需要家に設
けられた電源装置の種別に合致する場合に、逆潮流電力を増加してもよい。この場合、種
別情報は、出力電力が安定的である電源装置を特定してもよい。
【００１３】
　本発明の上述した特徴において、逆潮流情報は、逆潮流電力を増加する地域を特定する
地域情報を含み、制御部は、地域情報によって特定される地域が自地域である場合に、逆
潮流電力を増加してもよい。
【００１４】
　本発明の上述した特徴において、逆潮流情報は、逆潮流電力の大きさを特定する電力情
報を含み、制御部は、電力情報に基づいて、逆潮流電力を制御してもよい。
【００１５】
　本発明の上述した特徴において、逆潮流情報は、電源装置から電力消費装置へ供給され
る供給電力の抑制を指示する抑制指示を含み、制御部は、抑制指示に基づいて、供給電力
を抑制してもよい。また、逆潮流情報が逆潮流電力の大きさを特定する電力情報を含む場
合、制御部は、供給電力を抑制することによって、逆潮流電力を、電力情報によって特定
される大きさまで増加してもよい。
【００１６】
　本発明の一の特徴は、電源装置と、交流電力が送電される配電系統、電源装置、及び電
力消費装置に接続され、電源装置から出力される出力電力を電力消費装置と配電系統とへ
送電する系統連系装置とを含む系統連系システムであって、系統連系装置は、電源装置か
ら配電系統へ送電される逆潮流電力の増加を指示する増加指示を含む逆潮流情報を所定の
伝送経路から受信する受信部と、逆潮流情報に基づいて、逆潮流電力を増加する制御部と
を備える。
【００１７】
　本発明の一の特徴は、交流電力を配電系統に送電する変電所と、電源装置と、配電系統
、電源装置、及び電力消費装置に接続され、電源装置から出力される出力電力を電力消費
装置と配電系統とへ送電する系統連系装置とを含む送電システムであって、変電所は、電
源装置から配電系統へ送電される逆潮流電力の増加を指示する増加指示を含む逆潮流情報
を生成する逆潮流情報生成部と、逆潮流情報を所定の伝送経路に送信する送信部とを備え
、系統連系装置は、増加指示を含む逆潮流情報を所定の伝送経路から受信する受信部と、
逆潮流情報に基づいて、逆潮流電力を増加させる制御部とを備える。
【００１８】
　本発明の一の特徴は、交流電力を配電系統に送電する変電所と、電源装置と、配電系統
、電源装置、及び電力消費装置に接続され、電源装置から出力される出力電力を電力消費
装置と配電系統とへ送電する系統連系装置とを含む送電システムに接続され、電源装置か
ら出力される出力電力のうち電源装置から配電系統へ送電される逆潮流電力を制御する制
御装置であって、電源装置から配電系統へ送電される逆潮流電力の増加を指示する増加指
示を含む逆潮流情報を所定の伝送経路から受信する受信部と、逆潮流情報に基づいて、逆
潮流電力を増加させる指示を送電システムに対して行う指示部とを備える。
【発明の効果】
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【００１９】
　本発明によれば、各需要家内に備えられた電源装置からの逆潮流を利用して、変電所に
おける電力不足の緩和を可能とする系統連系装置、系統連系システム、送電システム及び
制御装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下において、本発明の実施形態に係る系統連系システムについて、図面を参照しなが
ら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似
の符号を付している。
【００２１】
　ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに
留意すべきである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである
。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていること
は勿論である。
【００２２】
［第１実施形態］
（送電システムの構成）
　以下において、第１実施形態に係る送電システムの構成について、図面を参照しながら
説明する。図１は、第１実施形態に係る送電システムの構成を示す概略図である。
【００２３】
　図１に示すように、送電システムは、高圧電力供給源１０と、変電所２０と、複数の需
要家３０とを有する。
【００２４】
　高圧電力供給源１０は、高圧送電線４０を介して高圧電力を変電所２０に送電する。高
圧電力供給源１０は、例えば、発電所である。
【００２５】
　変電所２０は、高圧送電線４０を介して送電される高圧電力を降圧して、送電線５０（
送電線５０Ａ～送電線５０Ｃ）を介して交流電力を各需要家３０に送電する。なお、変電
所２０の構成については後述する。
【００２６】
　各需要家３０は、電源装置と、電力消費装置と、系統連系装置とを有する。電源装置は
、例えば、太陽光発電装置、風力発電装置、ガスエンジン発電装置、燃料電池発電装置、
二次電池などである。電力消費装置は、例えば、電力を消費しながら動作する家電である
。電源装置と電力消費装置と送電線５０とは、系統連系装置を介して互いに接続される。
なお、需要家３０の構成については後述する。
【００２７】
　ここで、各需要家３０は、地理的なエリアや電力会社などに応じて、複数の地区に分類
される。例えば、需要家３０Ａ～需要家３０Ｃは、送電線５０Ａに接続されており、地区
Ａに分類されている。同様に、需要家３０Ｐ～需要家３０Ｒは、送電線５０Ｂに接続され
ており、地区Ｂに分類されている。需要家３０Ｘ～需要家３０Ｚは、送電線５０Ｃに接続
されており、地区Ｃに分類されている。
【００２８】
　上述した変電所２０は、交流電力の送電を送電線５０毎に制御する。すなわち、変電所
２０は、各需要家３０を地区毎に管理する。以下において、変電所２０が各需要家３０を
管理する単位を配電系統（以下、バンク）と称する。具体的には、変電所２０は、地区Ａ
に設けられた需要家３０をバンクＡとして管理する。同様に、変電所２０は、地区Ｂに設
けられた需要家３０をバンクＢとして管理し、地区Ｃに設けられた需要家３０をバンクＣ
として管理する。
【００２９】
（変電所の構成）
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　以下において、第１実施形態に係る変電所の構成について、図面を参照しながら説明す
る。図２は、第１実施形態に係る変電所２０の構成を示すブロック図である。
【００３０】
　図２に示すように、変電所２０は、送電制御部２１と、逆潮流情報生成部２２と、送信
部２３とを有する。
【００３１】
　送電制御部２１は、複数のリレー２１Ａ～リレー２１Ｃを有する。各リレーは、変圧器
（不図示）で高圧電力を降圧して生成された交流電力を各バンクへ送電するか否かを切り
替える。具体的には、リレー２１Ａは、地区Ａに設けられた各需要家３０に交流電力を送
信するか否かを切り替える。同様に、リレー２１Ｂは、地区Ｂに設けられた各需要家３０
に交流電力を送信するか否かを切り替え、リレー２１Ｃは、地区Ｃに設けられた各需要家
３０に交流電力を送信するか否かを切り替える。
【００３２】
　逆潮流情報生成部２２は、変電所２０において電力不足が発生するおそれがある場合、
逆潮流電力の増加を指示する増加指示などを含む逆潮流情報を生成する。ここで、増加指
示は、後述する系統連系装置１００に逆潮流電力の増加を開始させるためのものである。
また、第１実施形態に係る逆潮流情報は、増加指示のほか、系統連系装置１００を詳細に
制御するために、電源装置の種別情報、地域情報、電力情報を含んでいる。以下、これら
の情報について説明する。
【００３３】
　（１）種別情報
　種別情報は、増加指示に基づいて逆潮流電力を増加すべき電源装置の種別を特定する情
報である。
【００３４】
　種別情報は、電源装置の定格出力容量が所定値以上である電源装置を特定する情報であ
ってもよい。また、種別情報は、電源装置が公共用途であるか私的用途であるかを特定す
る用途情報であってもよい。また、種別情報は、電源装置のタイプを特定する性質情報で
あってもよい。例えば、太陽光発電装置や風力発電装置は、太陽光や風力を使用するため
、環境に優しいクリーンエナジータイプに分類できる。しかし、太陽光や風力は気象状況
等により変動し、この影響で出力電力が変動する。一方、ガスエンジン発電装置、燃料電
池発電装置、二次電池などは、出力電力が安定的であるため、安定供給タイプに分類でき
る。
【００３５】
　（２）地域情報
　地域情報は、増加指示に基づいて逆潮流電力を増加すべき地域を特定する情報である。
【００３６】
　地域情報は、バンク（地区）を特定する情報であってもよい。また、地域情報は、バン
ク（地区）よりも広い地域を特定する情報であってもよく、バンク（地区）よりも狭い地
域を特定する情報であってもよい。例えば、地域情報は、市区町村単位で区切られた地域
を特定する情報であってもよく、地域の広さに応じて階層化された情報であってもよい。
【００３７】
　（３）電力情報
　電力情報は、逆潮流電力の大きさ（例えば、ワット数、或いは定格出力容量のｘ％など
）を特定する情報である。
【００３８】
　電力情報は、各バンクの電圧降下傾向と、各需要家３０に備えられた電源装置の定格出
力容量と、各需要家３０に備えられた電力消費装置の定格消費容量とに基づいて算出され
る。具体的には、逆潮流情報生成部２２は、図３に示すように、電圧降下傾向（電圧降下
幅Δｖ／時間幅Δｔ）を算出することによって、各バンクの電圧Ｖが電圧管理範囲の下限
値を下回る（すなわち、電力不足が発生する）おそれがあることを検知する。次に、電源
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装置の定格出力容量と電力消費装置の定格消費容量とに基づいて、各需要家３０からどの
程度の逆潮流電力が得られれば電力不足を解消できるかを算出する。
【００３９】
　なお、各需要家３０が電源装置を導入する際に、電源装置の種類や定格出力容量が電力
会社に提示される。各需要家３０が電力会社と契約する際に、電力消費装置の種類や定格
消費容量が電力会社に提示される。従って、変電所２０は、電力会社に提示された情報に
よって、電力消費装置３１の定格消費容量及び電源装置３２の定格出力容量などを取得す
ることができることに留意すべきである。なお、電圧Ｖは、各需要家３０の系統連系装置
と各送電線５０とが接続される各連系点において測定してもよい。この場合、各連系点に
おける測定値の平均値、最大値、最小値などを電圧Ｖとしてもよい。
【００４０】
　送信部２３は、逆潮流情報生成部２２によって生成された逆潮流情報を各需要家３０に
送信する。具体的には、送信部２３は、逆潮流情報を、各送電線５０を用いて電力線通信
等により全需要家３０に一斉送信する。従って、送信部２３は、全バンク宛に逆潮流情報
を報知する。
【００４１】
　また、送信部２３は、逆潮流情報を、各送電線５０とは異なる伝送経路でも各需要家３
０に送信する。例えば、送信部２３は、地上波デジタル放送において、コンテンツ配信領
域とは別に設けられたデータ配信領域を用いて、逆潮流情報を各需要家３０に送信する。
【００４２】
（需要家の構成）
　以下において、第１実施形態に係る需要家の構成について、図面を参照しながら説明す
る。図４は、第１実施形態に係る需要家３０の構成を示すブロック図である。
【００４３】
　図４に示すように、需要家３０は、複数の電力消費装置３１（電力消費装置３１Ａ～電
力消費装置３１Ｃ）と、電源装置３２と、系統連系装置１００とを有する。なお、電源装
置３２と系統連系装置１００とは、系統連系システムを構成することに留意すべきである
。
【００４４】
　電力消費装置３１は、バンク（送電線５０）を介して送電される交流電力、電源装置３
２によって出力される電力などを消費しながら動作する家電などである。
【００４５】
　電源装置３２は、太陽光発電装置、風力発電装置、燃料電池発電装置、ガスエンジン発
電装置、燃料電池発電装置、二次電池などの装置である。電源装置３２は、バンク（送電
線５０）を介して送電される交流電力を用いずに電力を出力することが可能である。
【００４６】
　系統連系装置１００は、バンク（送電線５０）、複数の電力消費装置３１及び電源装置
３２それぞれの連系を制御する。なお、バンク（送電線５０）と電源装置３２とが連系す
る状態では、電源装置３２によって出力される電力は、複数の電力消費装置３１で消費さ
れるだけでなく、送電線５０を介して他需要家３０に送電（逆潮流）されうる。本実施形
態に係る系統連系装置１００は、変電所２０の送信部２３から送信される逆潮流情報に含
まれる増加指示に応じて、逆潮流電力の増加を実行開始する。ここで、逆潮流される電力
Ｐｉは、電力消費装置３１で消費される電力Ｐｄと電源装置３２が出力する出力電力Ｐｏ

とで表すと、Ｐｉ＝Ｐｏ－Ｐｄで表すことができる。従って、逆潮流電力を増加させるた
めには、電源装置３２の出力電力を増加させるか、電力消費装置３１の消費電力を抑制す
る必要がある。
【００４７】
（系統連系装置の構成）
　以下において、第１実施形態に係る系統連系装置の構成について、図面を参照しながら
説明する。図５は、第１実施形態に係る系統連系装置１００の構成を示すブロック図であ
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る。
【００４８】
　図５に示すように、系統連系装置１００は、受信部１０１と、記憶部１０２と、判定部
１０３と、制御部１０４とを有する。
【００４９】
　受信部１０１は、上述した増加指示、種別情報、地域情報及び電力情報などを含む逆潮
流情報を受信する。具体的には、受信部１０１は、送電線５０を介して電力線通信等によ
り逆潮流情報を受信する。また、受信部１０１は、逆潮流情報を、送電線５０とは異なる
伝送経路（不図示）を介して受信する。例えば、受信部１０１は、地上波デジタル放送に
おいて、コンテンツ配信領域とは別に設けられたデータ配信領域を用いて、逆潮流情報を
受信する。
【００５０】
　記憶部１０２は、自需要家３０に設けられた電源装置３２の種別を特定する情報（自種
別情報）、及び自需要家３０が設けられた地域を特定する情報（自地域情報）を記憶する
。図６は、記憶部１０２が有するテーブルの一例を示すテーブル構成図である。図６に示
すように、自種別情報には、電源装置３２の定格出力容量、用途、性質などが含まれる。
また、自地域情報には、電力事業者、市区町村、バンクなどが含まれる。
【００５１】
　判定部１０３は、受信部１０１によって受信された逆潮流情報に基づいて、電源装置３
２から各送電線５０へ送電する電力（逆潮流電力）を増加すべきか否かを判定する。
【００５２】
　具体的には、判定部１０３は、逆潮流情報に含まれる種別情報及び地域情報が記憶部１
０２に記憶された自種別情報及び自地域情報に合致する場合には、逆潮流電力を増加すべ
きであると判定する。一方で、判定部１０３は、逆潮流情報に含まれる種別情報及び地域
情報が自種別情報及び自地域情報に合致しない場合には、逆潮流電力を増加させる必要は
ないと判定する。
【００５３】
　制御部１０４は、判定部１０３によって判定された結果に応じて、逆潮流電力を制御す
る。具体的には、制御部１０４は、判定部１０３によって逆潮流電力を増加すべきである
と判定された場合には、逆潮流情報に基づいて、逆潮流電力を増加させる。一方で、判定
部１０３によって逆潮流電力を増加させる必要はないと判定された場合には、制御部１０
４は、逆潮流電力を積極的には増加しない。
【００５４】
　ここで、制御部１０４は、逆潮流電力の大きさを、逆潮流情報に含まれる電力情報によ
って特定される逆潮流電力の大きさに調整する。ただし、制御部１０４は、自需要家３０
における電力需給バランスを考慮して逆潮流電力を制御する。具体的には、電源装置３２
によって出力可能な最大出力電力から複数の電力消費装置３１によって消費される消費電
力を引いた算出値が正である場合、制御部１０４は、電力情報によって特定される逆潮流
電力値又は算出値を限度として逆潮流電力を増加させる。例えば、制御部１０４は、逆潮
流電力を増加させるために、電源装置３２からの出力電力を増加させる。具体的には、電
源装置３２が二次電池である場合には、通常用電池と補助用電池とを設けることによって
、逆潮流電力を増加する際には補助用電池をも用いるようにしてもよい。また、電源装置
３２がガスエンジン発電装置である場合には、エンジンの回転数を上げて出力電力を増や
してもよい。このように電源装置３２は、出力電力を上昇させるために、その電源装置が
通常使用する出力電力よりも、余裕のある電力を出力できる電源装置が使用されると良い
。
【００５５】
　なお、制御部１０４は、電源装置３２の出力電力をバンクの交流電力と同期するように
制御する。具体的には、電源装置３２が直流電源（例えば、太陽光発電装置や燃料電池発
電装置など）である場合には、制御部１０４は、電源装置３２によって出力される直流電
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力を昇圧回路で昇圧した後に、バンクの交流電力と同期させるために、インバータ回路で
交流電力に変換する。一方で、電源装置３２が交流電源（例えば、風力発電装置など）で
ある場合には、制御部１０４は、電源装置３２によって出力される交流電力を整流回路で
直流に変換した後に、バンクの交流電力と同期させるために、インバータ回路で交流電力
に変換する。または、制御部１０４は、バンクの交流電力と同期させるために、電源装置
３２によって出力される交流電力をマトリクスコンバータ回路、サイクロコンバータ回路
等で直接所定の交流電力に変換する。
【００５６】
（系統連系装置の動作）
　以下において、第１実施形態に係る系統連系装置の動作について、図面を参照しながら
説明する。図７は、第１実施形態に係る系統連系装置１００の動作を示すフロー図である
。
【００５７】
　図７に示すように、ステップＳ１０において、系統連系装置１００は、増加指示、種別
情報、地域情報及び電力情報などを含む逆潮流情報を受信する。系統連系装置１００は、
増加指示に応じて、以下の処理を実行開始する。
【００５８】
　ステップＳ２０において、系統連系装置１００は、逆潮流情報に含まれる種別情報が自
種別情報に合致するか否かを判定する。系統連系装置１００は、種別情報が自種別情報に
合致すると判定した場合には、ステップＳ３０の処理に移る。一方で、系統連系装置１０
０は、種別情報が自種別情報に合致しない場合には、処理を終了する。
【００５９】
　ステップＳ３０において、系統連系装置１００は、逆潮流情報に含まれる地域情報が自
地域情報に合致するか否かを判定する。系統連系装置１００は、地域情報が自地域情報に
合致すると判定した場合には、ステップＳ４０の処理に移る。一方で、系統連系装置１０
０は、地域情報が自地域情報に合致しないと判定した場合には、処理を終了する。
【００６０】
　ステップＳ４０において、系統連系装置１００は、逆潮流電力を増加させる。この場合
、系統連系装置１００は、逆潮流電力の大きさを、逆潮流情報に含まれる電力情報に従っ
て調整する。
【００６１】
（作用及び効果）
　第１実施形態に係る系統連系装置１００によれば、制御部１０４は、逆潮流電力の増加
を指示する増加指示を含む逆潮流情報に基づいて、逆潮流電力を増加させる。
【００６２】
　従って、各需要家３０に備えられる電源装置３２によって出力される余剰電力を配電系
統（バンク）へ逆潮流させることができる。そのため、電源装置３２からの逆潮流を利用
して、変電所２０における電力不足を緩和することができる。
【００６３】
　また、第１実施形態に係る系統連系装置１００によれば、電源装置３２の出力電力を増
加させることによって逆潮流電力を増加させる。従って、電力消費装置３１の消費電力量
を制限することなく逆潮流電力を増加することができる。
【００６４】
　また、第１実施形態に係る系統連系装置１００によれば、制御部１０４は、逆潮流情報
に含まれる種別情報によって特定される種別が自種別情報に合致する場合に、逆潮流電力
を増加させる。従って、例えば、電源装置３２がクリーンエナジータイプ（太陽電池発電
装置、風力発電装置など）であるか、又は、安定的供給タイプ（ガスエンジン発電装置、
燃料電池発電装置、二次電池など）であるかなどの基準を設けて電源装置３２を指定する
ことができる。
【００６５】
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　また、第１実施形態に係る系統連系装置１００によれば、制御部１０４は、逆潮流情報
に含まれる地域情報によって特定される種別が自地域情報に合致する場合に、逆潮流電力
を増加させる。従って、特定の地域に位置する電源装置３２を指定することができる。そ
のため、例えば、電源装置３２が太陽光発電装置である場合には、雲影下に位置する配電
系統の配下に位置する電源装置３２を除外することができる。
【００６６】
　また、第１実施形態に係る系統連系装置１００によれば、制御部１０４は、逆潮流情報
に含まれる電力情報に基づいて、逆潮流電力を増加させる。従って、電源装置３２に過度
の負荷を課さず、かつ、電力不足の解消に必要なだけ電力を賄うことができる。
【００６７】
　また、電力情報に基づくことによって図３に示す上限値を超えないように逆潮流させる
ことが可能である。
【００６８】
［第２実施形態］
　以下において、第２実施形態について図面を参照しながら説明する。以下においては、
上述した第１実施形態と第２実施形態との相違点について主として説明する。
【００６９】
　具体的には、上述した第１実施形態では、電源装置３２の出力電力が複数の電力消費装
置３１の消費電力を下回らないように逆潮流電力を制御したが、第２実施形態では、複数
の電力消費装置３１の消費電力を抑制することによって、逆潮流電力を確保する。具体的
には、逆潮流情報は、電源装置３２から複数の電力消費装置３１へ供給される供給電力の
抑制を指示する抑制指示を含む。系統連系装置１００は、抑制指示に基づいて、複数の電
力消費装置３１への供給電力を抑制する。
【００７０】
（系統連系装置の構成）
　以下において、第２実施形態に係る系統連系装置の構成について、図面を参照しながら
説明する。図８は、第２実施形態に係る系統連系装置１００の構成を示すブロック図であ
る。
【００７１】
　図８に示すように、第２実施形態に係る系統連系装置１００は、電源装置検知部１０５
と電力消費装置検知部１０６とをさらに備える。
【００７２】
　電源装置検知部１０５は、電源装置３２の稼動状態を検知する。具体的には、電源装置
検知部１０５は、電源装置３２が稼動又は停止していること、及び電源装置３２によって
出力される出力電力を検知する。なお、電源装置検知部１０５は、電源装置３２の出力電
力が所定期間“０”である場合には、電源装置３２が停止していることを検知する。電源
装置検知部１０５は、電源装置３２の出力電力が所定期間“０”でない場合には、電源装
置３２が稼動していることを検知する。
【００７３】
　電力消費装置検知部１０６は、複数の電力消費装置３１において消費される消費電力（
消費電力の総和）を検知する。
【００７４】
　制御部１０４は、電源装置３２の出力電力から複数の電力消費装置３１の消費電力を引
いた算出値を算出する。制御部１０４は、算出値が電力情報によって特定される逆潮流電
力の大きさよりも小さい場合、逆潮流情報に含まれる抑制指示及び電力情報に基づいて、
複数の電力消費装置３１への供給電力を抑制することによって、逆潮流電力を、電力情報
によって特定される大きさまで増加させる。具体的には、例えば、電力情報によって特定
される逆潮流電力の大きさが５ｋＷ、電源装置３２の出力電力が６ｋＷ、電源装置３２か
ら複数の電力消費装置３１への供給電力が４ｋＷである場合、制御部１０４は、供給電力
を１ｋＷに抑制することによって、逆潮流電力を５ｋＷまで増加させる。
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【００７５】
　また、制御部１０４は、電源装置３２の出力電力が定格出力容量と略等しいことが電源
装置検知部１０５によって検出された場合、複数の電力消費装置３１への供給電力を抑制
する。この場合、制御部１０４は、電源装置３２の出力電力と複数の電力消費装置３１へ
の供給電力との差を、電力情報によって特定される逆潮流電力の大きさに略等しくする。
制御部１０４は、出力電力と供給電力との差を逆潮流電力としてバンク側に送電する。
【００７６】
　また、制御部１０４は、電源装置３２の出力電力が定格出力容量より小さいことが電源
装置検知部１０５によって検出された場合、複数の電力消費装置３１への供給電力を抑制
するとともに、電源装置３２の出力電力を大きくする。この場合、制御部１０４は、電源
装置３２の出力電力と複数の電力消費装置３１への供給電力との差を、電力情報によって
特定される逆潮流電力の大きさに略等しくする。制御部１０４は、出力電力と供給電力と
の差を逆潮流電力としてバンク側に送電する。
【００７７】
　また、制御部１０４は、電源装置３２が停止していることが電源装置検知部１０５によ
って検出された場合、複数の電力消費装置３１への供給電力を抑制するとともに、電源装
置３２を稼動する。この場合、制御部１０４は、電源装置３２の出力電力と複数の電力消
費装置３１への供給電力との差を、電力情報によって特定される逆潮流電力の大きさに略
等しくする。制御部１０４は、出力電力と供給電力との差を逆潮流電力としてバンク側に
送電する。
【００７８】
　一方で、制御部１０４は、電源装置３２の出力電力から複数の電力消費装置３１の消費
電力を引いた算出値が電力情報によって特定される逆潮流電力の大きさ以上である場合に
は、複数の電力消費装置３１への供給電力を抑制することなく、逆潮流電力を電力情報に
よって特定される逆潮流電力の大きさまで増加させる。
【００７９】
（系統連系装置の動作）
　以下において、第２実施形態に係る系統連系装置の動作について、図面を参照しながら
説明する。図９は、第２実施形態に係る系統連系装置１００の動作を示すフロー図である
。
【００８０】
　図９に示すように、ステップＳ１１０において、系統連系装置１００は、増加指示、種
別情報、地域情報、電力情報及び抑制情報を含む逆潮流情報を受信する。
【００８１】
　ステップＳ１２０において、系統連系装置１００は、逆潮流情報に含まれる種別情報が
自種別情報に合致するか否かを判定する。系統連系装置１００は、種別情報が自種別情報
に合致すると判定した場合には、ステップＳ１３０の処理に移る。一方で、系統連系装置
１００は、種別情報が自種別情報に合致しない場合には、処理を終了する。
【００８２】
　ステップＳ１３０において、系統連系装置１００は、逆潮流情報に含まれる地域情報が
自地域情報に合致するか否かを判定する。系統連系装置１００は、地域情報が自地域情報
に合致すると判定した場合には、ステップＳ１４０の処理に移る。一方で、系統連系装置
１００は、地域情報が自地域情報に合致しないと判定した場合には、処理を終了する。
【００８３】
　ステップＳ１４０において、系統連系装置１００は、電源装置３２の出力電力から複数
の電力消費装置３１の消費電力を引いた算出値が電力情報によって特定される逆潮流電力
の大きさよりも小さいか否かを判定する。系統連系装置１００は、算出値が電力情報によ
って特定される逆潮流電力の大きさよりも小さい場合には、ステップＳ１５０の処理に移
る。一方で、系統連系装置１００は、算出値が電力情報によって特定される逆潮流電力の
大きさ以上である場合には、ステップＳ１６０の処理に移る。



(12) JP 2010-11704 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

【００８４】
　ステップＳ１５０において、系統連系装置１００は、複数の電力消費装置３１への供給
電力を抑制する。この場合、系統連系装置１００は、出力電力と供給電力との差を、電力
情報によって特定される逆潮流電力の大きさに略等しくする。
【００８５】
　ステップＳ１６０において、系統連系装置１００は、逆潮流電力を増加させる。この場
合、系統連系装置１００は、逆潮流電力を電力情報によって特定される逆潮流電力の大き
さに調整する。
【００８６】
（作用及び効果）
　第２実施形態に係る系統連系装置１００によれば、制御部１０４は、逆潮流情報に含ま
れる抑制指示に基づいて、電源装置３２から複数の電力消費装置３１へ供給される供給電
力を抑制する。
【００８７】
　従って、各需要家３０に備えられる電源装置３２によって出力される電力を配電系統（
バンク）へ確実に逆潮流させることができる。その結果、電源装置３２からの逆潮流を利
用して、変電所２０における電力不足をより効果的に緩和することができる。
【００８８】
また、電源装置３２の出力電力を増加させる必要がないため、短時間で逆潮流電力を増加
させることができる。また、出力電力の増加に燃料が必要な電源装置３２（例えば、燃料
電池発電装置など）における使用燃料の増加を抑制できる。また、出力電力の確実な増加
が困難な電源装置３２（例えば、太陽光発電装置など）においても、確実に逆潮流電力を
増加させることができる。
【００８９】
［その他の実施形態］
　本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は
、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な
代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【００９０】
　例えば、上述した実施形態では、逆潮流情報は、地上波デジタル放送におけるデータ配
信領域を用いて送信されるが、これに限定されるものではない。具体的には、逆潮流情報
は、ＢＳ放送、ＣＳ放送、ＣＡＴＶ、アナログＴＶ放送、ラジオ及び有線放送などを利用
して、各需要家３０に送信されてもよい。逆潮流情報は、ページングシステム、携帯電話
網、８０２．１１ｘ準拠のワイヤレス通信（無線ＬＡＮ）、インターネットなどを利用し
て、各需要家３０に送信されてもよい。逆潮流情報は、電波時計の時刻合わせに用いられ
る情報を拡張して、各需要家３０に送信されてもよい。逆潮流情報は、ネットワークを利
用して、各需要家３０に送信されてもよい。ネットワークを利用した場合は、変電所２０
側に設置されたサーバ等に一定間隔で確認してもよい。すなわち、情報はサーバ上で更新
され、その情報が各需要家３０への逆潮流情報となる。
【００９１】
　上述した実施形態では、逆潮流情報は、各需要家３０に対して２つの伝送経路で送信さ
れるが、これに限定されるものではない。具体的には、逆潮流情報は、１つの伝送経路で
送信されてもよく、３つ以上の伝送経路で送信されてもよい。
【００９２】
　上述した実施形態では、逆潮流情報は、変電所２０から送信されるが、これに限定され
るものではない。具体的には、逆潮流情報は、他の装置（電力会社や放送局など）から送
信されてもよい。
【００９３】
　上述した第２実施形態では、逆潮流情報は、抑制指示を含むこととしたが、逆潮流情報
は、抑制指示を含んでいなくてもよい。この場合、制御部１０４は、電力情報によって特
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定される逆潮流電力の大きさまで逆潮流電力を増加させられるように、電力消費装置への
供給電力を抑制してもよい。
【００９４】
　上述した第２実施形態では、逆潮流情報は電力情報を含むこととしたが、逆潮流情報は
電力情報を含んでいなくてもよい。この場合、制御部１０４は、複数の電力消費装置３１
への供給電力を予め設けられた所定値（≧０）まで抑制するとともに、電源装置３２の出
力電力をできる限り逆潮流電力としてバンク側に送電してもよい。
【００９５】
　上述した実施形態では特に触れていないが、逆潮流情報は、複数回送信されてもよい。
具体的には、過去の消費電力推移データなどに基づき電力不足の発生が推測される場合、
事前に逆潮流情報を送信しておき、電力不足の発生がほぼ確実に見込まれる場合に、再度
、逆潮流情報を送信してもよい。
【００９６】
　上述した実施形態では、各バンクの電圧降下傾向に基づいて電力不足の発生のおそれを
検知したが、対象となる日時の気象状況（リアルタイムデータ、予測データなど）、季節
、時刻、カレンダー情報、或いはスポーツ中継放送等のイベント（真夏の高校野球中継放
送、オリンピック中継放送などで、需要家内のエアコン、テレビ等の電力消費装置での消
費電力量の増加）や、各バンクにおけるイベント（コンサートなどの会場及び周辺施設で
の消費電力量の増加）の有無などを考慮して、電力不足の発生のおそれを検知してもよい
。
【００９７】
　上述した実施形態では、系統連系装置１００が逆潮流電力を制御することとしたが、こ
れに限られるものではない。例えば、逆潮流電力を増加させる制御装置を別に設け、制御
装置が、逆潮流情報を所定の伝送経路から受信する受信部と、逆潮流情報に基づいて、逆
潮流電力を増加させる指示を送電システムに対して行う指示部とを備えていてもよい。制
御装置は、電源装置３２に対して出力電力を増加させるように指示を出したり、電力消費
装置３１へ供給される電力を抑制する指示を系統連系装置１００に出したり、電力消費装
置３１が消費する電力を抑制する（或いは、停止する）ように指示を出したりなどして逆
潮流電力を増加させる。このような制御装置は、電源装置３２や電力消費装置３１などに
含まれていてもよいし、電源装置３２や電力消費装置３１などに有線回線又は無線回線を
介して接続されていてもよい。なお、制御装置が地上デジタル放送を受信可能なデジタル
テレビジョン（電力消費装置）に含まれる場合には、各送電線５０とは異なる伝送経路と
して地上波デジタル放送を用いることができる。
【００９８】
　上述した実施形態では、複数の電力消費装置３１は、需要家内のうち配電系統側に設け
られることとしたが、複数の電力消費装置３１は、電源装置３２と系統連系装置１００と
の間に設けられていてもよい。
【００９９】
　上述した実施形態では特に触れていないが、複数の電力消費装置３１は、通常、配電系
統側に設けられるコンセントに電気的に直接接続される。ただし、系統連系装置１００に
コンセントが設けられる場合には、複数の電力消費装置３１は、系統連系装置１００に設
けられるコンセントに電気的に直接接続されてもよい。
【０１００】
　上述した実施形態では、逆潮流情報として、増加指示、種別情報、地域情報、電力情報
を別々のものとして扱ったが、逆潮流電力の増加は逆潮流情報を受け取ったことをもって
開始できる。この場合、種別情報、地域情報、電力情報を増加指示とみなすことができる
。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】第１実施形態に係る送電システムの構成を示す概略図である。
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【図２】第１実施形態に係る変電所２０の構成を示すブロック図である。
【図３】第１実施形態に係る逆潮流情報に含まれる電力情報を説明するための図である。
【図４】第１実施形態に係る需要家３０の構成を示すブロック図である。
【図５】第１実施形態に係る系統連系装置１００の構成を示すブロック図である。
【図６】第１実施形態に係る記憶部１０２に記憶されるテーブルの一例を示す図である。
【図７】第１実施形態に係る系統連系装置１００の動作を示すフロー図である。
【図８】第２実施形態に係る系統連系装置１００の構成を示すブロック図である。
【図９】第２実施形態に係る系統連系装置１００の動作を示すフロー図である。
【符号の説明】
【０１０２】
Ａ～Ｃ…バンク（地区）、１０…高圧電力供給源、２０…変電所、２１…送電制御部、２
２…逆潮流情報生成部、２３…送信部、３０…需要家、３１…電力消費装置、３２…電源
装置、４０…高圧送電線、５０…送電線、１００…系統連系装置、１０１…受信部、１０
２…記憶部、１０３…判定部、１０４…制御部、１０５…電源装置検知部、１０６…電力
消費装置検知部

【図１】 【図２】

【図３】
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